
と　　き　12 月３日㈰　午前８時から
（受付：午前８時～８時30分  午前10時スタート）
集合場所　吉野川市ふるさとセンター
部　　門　一般部門、女子部門
参加資格　○一般部門　中学生以上の男女
　　　　　○女子部門　中学生以上の女子
　　　　　※１チーム８人（監督、補欠含む）
参 加 費　１チーム　10,000 円
コ ー ス　全５区間（18㎞）
募 集 数　○一般部門　40 チーム
　　　　　○女子部門　10 チーム
申込期限　９月 25 日㈪　必着
申込方法　専用の申込書により事務

局へ郵送または持参、電
子申請サービスからも申
し込みできます。

※申込数が募集数を超えた場合、市内のチームを
優先とし、残りの枠については抽選を行います。

※詳しくは、市陸上競技協会ホームページに掲載
しています。

ホームページアドレス　http://www.yoshiriku.com/

第 45回吉野川市美郷一周駅伝
出場チーム募集

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115番地１
吉野川市美郷一周駅伝実行委員会
事務局（生涯学習課内）
☎ 22-2271　℻ 22-2270

問い合わせ
申し込み

社会福祉課 障がい福祉係
☎ 22-2263　℻ 22-2260
人権課 人権啓発係
☎ 22-2229　℻ 22-2260

問い合わせ
相談窓口

　障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別
をなくし、障がいがある人もない人も、互いに、
その人らしさを認め合いながら共に生きる社会の
実現を目指した法律です。国の行政機関・地方公
共団体や民間事業者が、障がいのある人に対して、

「不当な差別的取扱い」をしないことや、「合理的
配慮の提供」をすることを規定しています。
　令和３年５月に一部改正され、令和６年４月１
日には、事業者による「合理的配慮の提供」が義
務化されます。

知っていますか？障害者差別解消法

不当な差別的取扱い
　障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がい
を理由として、サービスの提供を拒否したり、場所や
時間帯を制限したり、障がいのない人には付けない条
件を付けたりすること。
例）保護者や介助者がいない障がいのある方の入店を
一律に断る、障がいがあることを理由として、障がい
のある人に対して一律に接遇の質を下げるなど。

合理的配慮の提供
　障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除
くために何らかの対応を必要としているとの意思が示さ
れたとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。
例）車椅子のまま着席できるスペースを確保する、弱
視の方に太いペン・大きな文字で筆談を行うなど。

　介護の知識を学び、介護をする方の負担軽減や、
介護について理解を深めるための教室です。
＜第１回＞　
とき　11 月５日㈰　午前 10 時～正午
内容（予定）　・転倒についての注意点
　　　　　　 ・歩いてみよう・歩行分析について
　　　　　　 ・運動トレーニングをやってみよう
＜第２回＞
とき　12 月３日㈰　午後１時 30 分～３時 30 分
内容（予定）　・高齢者の食事と栄養補給について
　　　　　　 ・脱水予防について

家族介護教室参加者募集
開催場所　吉野川リハビリセンター
川島町川島 106 番地２　☎ 26-3010
定　　員　20 人　※申込多数の場合は抽選
参 加 料　無料
申込方法　長寿いきがい課（本館２階）、各支所（川
島・山川・美郷）で申し込みください。
※開催場所でも申し込みできます。
申込期限　10 月 20 日㈮
★マスクの着用やアルコール消毒、検温にご協力

ください。
　動きやすい服装でお越しください。

長寿いきがい課　☎ 22-2264　℻ 22-2260問い合わせ

電子申請
サービス

二次元コード

小雨決行荒天中止

地震の心得10カ条　第３条　戸を開けて出口を確保
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●吉野川市ファミリー・サポート・センター ●子育て支援課
　 （日本フネン市民プラザ４階　ちびっこプラザ内） 　☎ 22-2266　℻ 22-2245
　☎ 22-2440　℻ 22-2241 

問い合わせ

　子育ての応援をしてほしい人「依頼会員」と子育て
の応援をしてくれる人「提供会員」が会員登録し、お
互いの援助をファミリー・サポート・センターのアド
バイザーが橋渡しして会員同士がお子様のお世話を一
時的に応援しあう組織です。

★活動時間と利用料金
　お手伝いをしてもらった依頼会員が提供会員に直接支払います。
　〇月曜日から金曜日　午前７時から午後９時まで　　　　　700 円（１時間）
　〇土曜日、日曜日、祝日年末年始、および上記以外の時間　800 円（１時間）

★ファミサポ提供会員による応援事業
　例えば、こんな時に利用できます。
　（例）ちびっこプラザでの託児サービス※は１回２時間まで、
　　　  食べ物を摂取させる事はできません。

今すぐ必要でなくても会員登録しておくと、
いざというときに安心です。依頼会員・提供
会員・両方会員を募集しています！

吉野川市ファミリー・サポート・センター登録会員募集

二次元コード

　長寿祝金は本市にお住まいの長寿者の方へお祝い金をお渡しし、
長寿を祝福することを目的とした事業です。
対象者　88 歳、101 歳以上の方（９月１日時点）

長寿祝金申請手続きの案内について

対象年齢 基準日
長　寿　祝　金

令和 3 年度まで 令和 4 年度から

77 歳

9 月 1 日

　5,000 円

88 歳 10,000 円 10,000 円

99 歳 20,000 円

100 歳以上 20,000 円

101 歳以上 20,000 円

100 歳に達する祝金 誕生日 50,000 円 50,000 円

長寿いきがい課 高齢福祉係　☎ 22-2264　℻ 22-2260問い合わせ

＜長寿祝金一覧表＞　※令和４年度から長寿祝金の対象年齢が変更になりました。
【88 歳】
該当者の方には通知を７月末～
８月上旬頃に送付しています。
未申請の方は支給申請手続きを
行ってください。

【101 歳以上】
該当者の方には通知を 10 月下旬
頃に送付予定です。
申請手続きなどは不要です。

※ちびっこプラザ託児サービス
（対　象）生後６カ月～３歳未満の児童

を預かります。
（回　数）１週間につき１回、
　　　　　２時間以内

（利用料）500 円／２時間
※食べ物を摂取させる事はできません。

でも、もう少し預けたい…
授乳・食事を摂らせたい

「ファミサポ提供会員
による預かり事業」を
利用できます

こんな時は引き続き

会員登録
（登録無料）

地震の心得10カ条　第２条　すばやく火の始末。あわてず、さわがず、冷静に
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